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リモートＳＩＭプロビジョニング（ＲＳＰ）機能の開放促進について（要請） 

 

ｅＳＩＭについては、「モバイル市場の競争環境に関する研究会」最終報告書（令和

２年２月）において指摘されたとおり、今後世界的な普及が見込まれるところ、ＭＶ

ＮＯにおける対応サービスの提供を可能にすることは、ＭＮＯとＭＶＮＯとの公正競

争環境の整備、利用者利便向上の観点から極めて重要であり、第二種指定電気通信設

備を設置する電気通信事業者（以下「二種指定事業者」という。）がリモートＳＩＭプ

ロビジョニング機能（ＭＳＩＳＤＮ等携帯電話ネットワークにアクセスするための情

報のＳＩＭへの書き込みをオンラインで遠隔操作により行うための機能。以下「ＲＳ

Ｐ機能」という。）により対応サービスを提供する場合は、その提供するサービス内容

に応じて、ＭＶＮＯにおいても同様の対応サービスを提供できるよう、ＲＳＰ機能の

開放が行われることが適当と考える。 

こうした観点から、総務省では、ＲＳＰ機能の開放に関する二種指定事業者とＭＶ

ＮＯとの協議を促進するため、本日、「ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の

適用関係に関するガイドライン」（平成１４年６月策定）において、ＲＳＰ機能を「開

放を促進すべき機能」に位置付けたところである。 

ついては、協議の着実な進展を図るため、ＲＳＰの機能の開放に関し、下記のとお

り要請するので、よろしく取り計らい願いたい。 

記 

１ ＭＶＮＯからの要望やＭＶＮＯとの協議の状況について、検討課題や検討状況を

含め、具体的に報告を行うこと。 

２ 上記報告は、本年６月末までに行うとともに、その後、同年７月１日から令和４

年３月末までの間における毎四半期末時点の状況について、当該毎四半期経過後１

月以内に行うこと。 

以上  
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以上 

 


